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下 関 市 告 示 第 　 ８ ２ ９ 　 号　  

令和７年(２０２５年)１１月１２日　  

 

下関市公売公告兼見積価額の公告（第１号） 

 

　国税徴収法第９４条の規定により差押財産を公売することとしたから、同

法第９５条の規定により公告する。  

　また、同法第９８条の規定により公売財産の見積価額を決定したから、同

法第９９条の規定により公告する。  

 

下関市長　前田　晋太郎　　  

 

記 

 

１　公売財産の種類 

　   不動産 

 

２　公売に係る財産及び見積価額並びに公売保証金 

（１）売却区分番号　第１号　 

ア　公売に係る財産　以下のとおり（全部事項証明書による表示） 

　　　　　・土地Ａ 

（土地の表示） 

　　　  　　　不動産番号　　２５０４０００３２４９３２ 

　　　　　　　所　　　在　　下関市前田二丁目 

　　　　　　　地　　　番　　９３番 

　　　　　　　地　　　目　　宅地 

　　　　　　　地　　　積　　４４３．５６㎡ 

　　　　　　　持　ち　分　　１/２ 
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・土地Ｂ 

（土地の表示） 

　　　　　　　不動産番号　　２５０４０００３２４９３３ 

　　　　　　　所　　　在　　下関市前田二丁目 

　　　　　　　地　　　番　　９３番１ 

　　　　　　　地　　　目　　宅地 

　　　　　　　地　　　積　　１２１．４８㎡ 

　　　　　　　持　ち　分　　５/９ 

 

 ※土地Ａの上には、建物（以下「建物Ａ」という。）が１棟存在 

しています。不動産登記簿上、建物Ａの所有者は本件土地Ａの 

他の共有者であることを確認済みです。 

また、土地Ｂの上には、未登記建物（以下「建物Ｂ及びＣ」 

という。）が２棟存在しています。 

建物Ｂ及びＣの所有者はいずれも不明であり、存立権原につい 

ては未確認です。 

　　　　　 本件公売では、差押えている土地Ａの共有持分１/２及び土地 

Ｂの共有持分５/９を国税徴収法第８９条第３項の規定に基づき、 

一括換価の方法により公売します。 

 

イ　見積価額　：２，５００，０００円（非課税財産） 

　　　　ウ  公売保証金：２５０，０００円 

　　　　 

３　公売方法 

　　　期日入札 

 

４　入札及び開札の日時 

（１）入札　令和７年１１月２６日（水） 

午後　１時３０分から午後　１時４０分まで  
　（２）開札　令和７年１１月２６日（水）午後　１時４２分  
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　　　※公売当日は、午後１時００分に公売会場を開場いたします。  
午後１時２０分までに公売保証金の納付等入札参加手続きをお済  
ませください。  

 
５　公売場所　 

　　　下関市役所本庁舎西棟５階　５０６会議室  
　　　下関市南部町１番１号  

 
６　売却決定日時及び場所  

　　（１）日時　令和７年１２月　５日（金）午前１０時００分  
（２）場所　下関市財政部納税課  

　　　　　　　山口県下関市南部町１番１号  
 

７　買受代金納付期限 

　　　令和７年１２月　５日（金）午後　２時３０分  
 

　８　買受人についての資格、その他の要件 

　　　無し 

 

９　公売保証金について 

（１）公売保証金とは 

国税徴収法により定められている、入札する前に納付しなけ 

ればならない金員です。公売保証金は、下関市が、売却区分番 

号ごとに、見積価額（最低入札価額）の１００分の１０以上の 

金額を定めます。 

　　（２）公売保証金の納付方法 

現金（直接持参） 

 

１０　買受代金の納付 

（１）買受代金の納付期限について 
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　　　　　買受人などは、買受代金納付期限までに下関市が納付を確認で 

きるよう買受代金（買受代金に充当される公売保証金を除く）を

一括で納付してください。買受代金納付期限までに買受代金全額

の納付が確認できない場合、納付された公売保証金を没収し、返

還しません。 

（２）買受代金の納付方法 

　　　　　銀行振込、直接持参（現金のみ） 

 

１１　配当を受ける者の権利の申し出について 

　　　　この公売財産の換価代金について配当を受けることができる質権、

抵当権、先取特権又は留置権等の権利を有する者は、売却決定をす

る日の前日までに債権現在額申立書により、その内容を下関市財政

部納税課まで申し出てください。 

　　　　なお、債権現在額申立書の用紙は下関市財政部納税課に用意して

あります。 

 

１２　主な公法上の規制等 

　　（１）区　域：市街化区域 

（２）用途地域：第一種住居地域 

　　　　　　　（建ぺい率６０％、容積率２００％） 

（３）防火規制：建築基準法２２条指定区域 

（４）高さ制限：道路斜線制限・隣地斜線制限有り 

（５）日影制限：有り 

（６）その他　：宅地造成及び特定盛土等規制法による制限有り 

関門景観形成地域のため一定規模以上の建築等の行 

為の際には事前届出が必要 

 

１３　その他 

（１） 以下に該当する者は、公売財産を買い受けること、及びせり   

売に参加することはできません。 
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ア　この公売公告に違反した者 

　　　　 イ　国税徴収法第９２条に規定する者 

　　　　 ウ　国税徴収法第１０８条第１項の規定に該当する者 

（２） 入札者に国税徴収法第１０８条各号及び同条第５項に該当する 

事実があった場合は、最高価申込者等の決定を取り消します。 

（３） 公売保証金の納付を要する公売財産についての入札は、そ 

の納付後でなければ入札できません。 

　　（４） 所定の入札書により、売却区分番号ごとに入札して下さい。 

　　　　 入札価額を訂正したものは無効として取扱います。 

　　　　　 なお、一度提出した入札書の引換、変更または取消しはでき 

　　　　 ません。 

　 （５） 見積価額以上の入札者のうち、最高価額の者を最高価申込者　 

と決定し、最高価申込者に対して売却決定を行います。  
　　（６） 最高価申込者となるべき者が二人以上あるときは、開札場所に  

おいて、開札後直ちに追加入札を実施します。ただし、追加入札  
後も最高価額の入札者が複数あるときは、くじにより最高価申込  
者を決定します。  

（７） 入札の方法による場合、最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価 

額（見積価額以上で、かつ、最高価格入札価額から公売保証金の 

額を控除した金額以上のもの）による入札者に対し、次順位買受 

申込者制度の適用があります。 

（８） 次順位買受申込者に係る売却決定日時・買受代金納付期限 

　　　 売却決定日時 

　　　 令和７年　１２月　５日（金）午後　３時００分 

　　　 買受代金納付期限 

　　　 令和７年　１２月１２日（金）午後　２時３０分 

（９） 公売財産に係る徴収金の完納事実が、買受代金の納付前に 

証明された場合、又は買受代金納付後であっても取り消すべ 

き事由があるときは売却決定を取消します。 

（10） 公売財産の取得時期は、買受代金の納付があったときです。 
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なお、許可及び承認を必要とする財産はそれを得たときにな 

ります。また、公売財産の引渡しは、買受代金納付時点の現況 

有姿により行います。 

　　（11） 下関市は買受人に対して公売財産の引渡しを行いません。 

また、下関市は公売財産について種類または品質に関する担保 

責任等を負いません。公売財産の土地の境界については、隣地 

土地所有者との協議を要します。 

     (12） 公売財産の換価に伴う危険負担の移転の時期は、買受代金の全  
額を納付した時となります。よって、買受代金の全額納付後にお  
いて、その財産上に生じた危険は買受人の負担となります。  

　   （13）  公売財産の権利移転について登記（登録）を要するものは、登  
録免許税の額に相当する印紙、または国庫金領収証（登録免許税  
法第２３条）を、別途交付する「所有権移転登記請求書」と共に  
令和７年１２月５日（金）までに下関市財政部納税課提出して下  
さい。  

　　（14） 本件公売は国税徴収法及び同法施行規則により、暴力団員等に 

該当しないこと等の陳述書を提出しなければ入札できません。 

詳細は下関市ホームページ、もしくは下関市財政部納税課にて確 

認して下さい。  

  （15)　上記売却決定の日時までに、買受人が暴力団員等に該当しな 

いことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日 

時及び売却代金の納付の期限が変更される場合があります。 

  （16） 公売公告の内容及び公売財産にかかわる図面・地図・写真等は、 

　　　 下関市役所財政部納税課で閲覧できます。ただし、公売財産に 

　　　 よって閲覧できるものは異なります。 

　（17）公売財産の土地の土壌汚染についての調査は行っていません。 

　　（18）公売財産の土地は共有名義であり、公売で取得したとしても 

その使用等については、他の共有者との協議が必要です。 

　　（19）公売財産の土地上には、第三者所有と推定される建物が存在し 

ます。土地の取得後は、買受人の責任において建物所有者との協 
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議・調整が必要となります。下関市は当該協議・調整には関与い 

たしません。 

　　 (20) 公売財産の土地上には動産等が残されている可能性があります。 
当該動産等は、公売の対象外であるため、その処理等は、その所有  
者等と協議する等し、全て買受人の責任において行ってください。 

(21) 下関市は差押えている公売財産の登記簿上持分の権利移転登記 

のみ行います。 

　　（22）本件公売に関する手続きの詳細については、「下関市公売の手引 

　　　　き（期日入札の場合）」をご確認ください。 

    （22）その他、本件公売は国税徴収法の規定に基づく制限があります。 

(23) 公売の際の注意事項については、別紙のとおりです。  


